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資源管理基本方針（くろまぐろ抜粋）

改正 令和３年12月14日農林水産省告示第2136号

（別紙２－１ くろまぐろ（小型魚））

第１ 特定水産資源

特定水産資源の名称 くろまぐろ（小型魚）

特定水産資源の定義 くろまぐろのうち、30キログラム未満のものをいう。以下この別紙において同

じ。

第２ 管理年度

大臣管理区分 １月１日から同年12月末日まで

知事管理区分 ４月１日から翌年３月末日まで

第３ 資源管理の目標

中西部太平洋まぐろ類委員会（以下この別紙において「ＷＣＰＦＣ」という。）での合意に従い、以
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下のとおりとする。

１ 暫定回復目標

歴史的中間値（昭和27年（1952年）から平成26年（2014年）までの親魚資源量の中間値をいう。）

２ 次期回復目標

若齢魚の資源への加入水準が平均的であり、かつ、漁獲がないと仮定した場合の親魚資源量の20パー

セント

第４ 漁獲シナリオ

１ 暫定回復目標に係る漁獲シナリオ

親魚資源量を令和６年（2024年）までに、少なくとも60パーセントの確率で第３の１の暫定回復目標

まで回復させる。

２ 次期回復目標に係る漁獲シナリオ

親魚資源量を令和16年（2034年）又は暫定回復目標達成10年後のうちいずれか早い方までに、少なく

とも60パーセントの確率で、第３の２の次期回復目標まで回復させる。
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第５ 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等

大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は、次の１から３までに定めるとおりと

する。

１ くろまぐろ（小型魚）大中型まき網漁業

⑴ 当該大臣管理区分に関する事項

① 水域

中西部太平洋条約海域（漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和38年農林省令第５号。以下

「許可省令」という。）

② 漁業の種類

大中型まき網漁業（許可省令第２条第７号に掲げる漁業をいう。）

③ 漁獲可能期間

周年

⑵ 漁獲量の管理の手法等
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① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。

② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。

ア 当該管理年度中（イに規定する場合を除く。）

陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで

イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで（漁獲可能

量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるおそ

れがなくなったと認めるときは、この限りではない。）

陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条第１

項に規定する行政機関の休日（以下この別紙において「行政機関の休日」という。）は算入しな

い。）

２ くろまぐろ（小型魚）かじき等流し網漁業等

⑴ 当該大臣管理区分に関する事項

① 水域
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中西部太平洋条約海域

② 漁業の種類

かじき等流し網漁業等（かじき等流し網漁業（許可省令第２条第10号に掲げる漁業をいう。）及

び東シナ海等かじき等流し網漁業（同条第11号に掲げる漁業をいう。）をいう。）

③ 漁獲可能期間

周年

⑵ 漁獲量の管理の手法等

① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。

② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。

ア 当該管理年度中（イに規定する場合を除く。）

陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで

イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで（漁獲可能

量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるおそ
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れがなくなったと認めるときは、この限りではない。）

陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日は算入しない。）

３ くろまぐろ（小型魚）かつお・まぐろ漁業

⑴ 当該大臣管理区分に関する事項

① 水域

中西部太平洋条約海域

② 漁業の種類

かつお・まぐろ漁業（許可省令第２条第12号に掲げる漁業をいい、同省令別表第２のかつお・ま

ぐろ漁業の項に掲げる海域において総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船により行う漁業を含

む。）

③ 漁獲可能期間

周年

⑵ 漁獲量の管理の手法等
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① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。

② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。

ア 当該管理年度中（イに規定する場合を除く。）

陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで

イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで（漁獲可能

量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるおそ

れがなくなったと認めるときは、この限りではない。）

陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日は算入しない。）

第６ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等

１ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準

⑴ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への基礎的な配分並びに国の留保

国の留保は、漁獲可能量の15パーセントを超えない数量とする。

都道府県及び大臣管理区分への基礎的な配分は、ＷＣＰＦＣで合意された基準年の平均漁獲実績を
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基本として、近年の平均漁獲実績を勘案して配分するものとする。

⑵ 大臣管理区分への配分の基準

大臣管理区分への配分にあっては、ＷＣＰＦＣで合意された基準年（平成14年（2002年）１月１日

から平成16年（2004年）12月末日まで）を基本として、近年の漁獲実績を勘案した割合で配分する。

⑶ 都道府県への配分の基準

都道府県への配分にあっては、平成22年（2010年）１月１日から平成24年（2012年）12月末日まで

の漁獲実績を基本とした割合で配分する。

また、瀬戸内海に面する大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、

愛媛県、福岡県及び大分県並びに漁獲実績を基準として配分した場合に漁獲可能量が０トンとなる都

道府県に対しては、混獲管理のための漁獲可能量を配分する。

⑷ 資源評価に用いるデータの収集への配慮

経年の漁獲実績のデータが北太平洋まぐろ類国際科学小委員会による資源評価の指標の算出に用い

られている漁業の種類及び各都道府県に対しては、当該管理年度の国の留保から当該データの精度を
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担保するために必要な漁獲可能量を上乗せして配分することができる。

２ 都道府県への配分方法

都道府県への配分方法については、配分する漁獲可能量を明示して行うものとする。

３ 漁獲可能量の繰越分について

前管理年度の終了に伴い確定した漁獲可能量の未利用分については、ＷＣＰＦＣで合意された繰越率

を上限に繰り越すこととする。都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の未利用分のうち翌管理

年度に繰り越せる数量の上限は、それぞれの都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の10パーセ

ント（ＷＣＰＦＣで合意された繰越率が10パーセント未満の場合には、その率）とする。残りの漁獲可

能量については、国が留保するものとする。

４ 都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の超過分について

前管理年度で都道府県別漁獲可能量又は大臣管理漁獲可能量を超過した場合には、前管理年度終了後

１月以内に超過量を確定し、当該管理年度の漁獲可能量を前管理年度における超過量を差し引いた量に

変更する。この場合において、原則として超過量の全量を一括で差し引くこととし、一括で差し引くこ
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とができない場合には翌管理年度以降に分割で差し引くこととする。

５ 国の留保からの配分について

国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に配分するものとする。

第７ 都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項

１ 都道府県知事は、漁獲割当管理区分にあっては、法第26条第２項の規定に基づき、陸揚げした日から

その属する月の翌々月の10日までに漁業法施行規則（令和２年農林水産省令第47号。以下「規則」とい

う。）第16条第３項に定める方法により、次の⑴から⑸までに掲げる事項について報告するものとする。

⑴ 年次漁獲割当量設定者ごとの漁獲量

⑵ 年次漁獲割当量設定者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

⑶ 漁獲割当管理区分

⑷ 採捕に係るくろまぐろ（小型魚）を陸揚げした日

⑸ その他参考となるべき事項（漁獲割当割合設定者がくろまぐろ（小型魚）について２つ以上の漁獲
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割当割合の設定を受けている場合にあっては、漁獲割当割合設定通知書の番号等当該漁獲量等の報告

の対象となった年次漁獲割当量が区別できるもの）

２ 都道府県知事は、非漁獲割当管理区分にあっては、法第30条第２項の規定に基づき、規則第16条第３

項に定める方法により、当該管理区分における漁獲量の総量を次に掲げる期限までに報告するものとす

る。

⑴ 当該管理年度中（⑵に規定する場合を除く。）

陸揚げした日からその属する月の翌々月の10日まで

⑵ 都道府県知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで（漁獲可能量の

追加配分等により知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなっ

たと認めるときは、この限りではない。）

陸揚げした日から５日以内（行政機関の休日は算入しない。）

第８ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

該当なし。
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第９ その他資源管理に関する重要事項

１ 数量の明示について

くろまぐろ（小型魚）の数量管理においては、各管理区分において数量を明示するものとする。

２ 大臣管理区分の漁獲量の公表について

法第31条に定める場合に該当するか否かについては、当該大臣管理区分の漁獲量が当該大臣管理漁獲

可能量の７割を超えるときを基準として、漁獲量の推移に応じて判断する。
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（別紙２－２ くろまぐろ（大型魚））

第１ 特定水産資源

特定水産資源の名称 くろまぐろ（大型魚）

特定水産資源の定義 くろまぐろのうち、30キログラム以上のものをいう。以下この別紙において同

じ。

第２ 管理年度

大臣管理区分 １月１日から同年12月末日まで

知事管理区分 ４月１日から翌年３月末日まで

第３ 資源管理の目標

中西部太平洋まぐろ類委員会（以下この別紙において「ＷＣＰＦＣ」という。）での合意に従い、以

下のとおりとする。

１ 暫定回復目標

歴史的中間値（昭和27年（1952年）から平成26年（2014年）までの親魚資源量の中間値をいう。）
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２ 次期回復目標

若齢魚の資源への加入水準が平均的であり、かつ、漁獲がないと仮定した場合の親魚資源量の20パー

セント

第４ 漁獲シナリオ

１ 暫定回復目標に係る漁獲シナリオ

親魚資源量を令和６年（2024年）までに、少なくとも60パーセントの確率で第３の１の暫定回復目標

まで回復させる。

２ 次期回復目標に係る漁獲シナリオ

親魚資源量を令和16年（2034年）又は暫定回復目標達成10年後のうちいずれか早い方までに、少なく

とも60パーセントの確率で、第３の２の次期回復目標まで回復させる。

第５ 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等

大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は、次の１から５までに定めるとおりと

する。



- 15 -

１ くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業（漁獲量の総量の管理を行う管理区分）

⑴ 当該大臣管理区分に関する事項（５⑴の大臣管理区分に関する事項を除く。）

① 水域

中西部太平洋条約海域（許可省令第１条第１項第１号に掲げる海域をいう。以下この別紙におい

て同じ。）

② 漁業の種類

大中型まき網漁業（許可省令第２条第７号に掲げる漁業をいう。以下この別紙において同じ。）

③ 漁獲可能期間

周年

⑵ 漁獲量の管理の手法等

① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。

② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。

ア 当該管理年度中（イに規定する場合を除く。）
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陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで

イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで（漁獲可能

量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるおそ

れがなくなったと認めるときは、この限りではない。）

陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条第１

項に規定する行政機関の休日（以下この別紙において「行政機関の休日」という。）は算入しな

い。）

２ くろまぐろ（大型魚）かじき等流し網漁業等

⑴ 当該大臣管理区分に関する事項

① 水域

中西部太平洋条約海域

② 漁業の種類

かじき等流し網漁業等（かじき等流し網漁業（許可省令第２条第10号に掲げる漁業をいう。）及
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び東シナ海等かじき等流し網漁業（同条第11号に掲げる漁業をいう。）をいう。）

③ 漁獲可能期間

周年

⑵ 漁獲量の管理の手法等

① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。

② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。

ア 当該管理年度中（イに規定する場合を除く。）

陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで

イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで（漁獲可能

量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるおそ

れがなくなったと認めるときは、この限りではない。）

陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日は算入しない。）

３ くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐろ漁業（漁獲割当てによる管理を行う管理区分）
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⑴ 当該大臣管理区分に関する事項

① 水域

中西部太平洋条約海域

② 漁業の種類

かつお・まぐろ漁業（許可省令第２条第12号に掲げる漁業をいい、同省令別表第２のかつお・ま

ぐろ漁業の項に掲げる海域において総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船により行う漁業を含

む。）のうち、総トン数150トン未満の動力漁船により浮きはえ縄を使用して行うもの

③ 漁獲可能期間

周年

⑵ 漁獲量の管理の手法等

当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲割当てによる管理とする。

① 漁獲割当割合の申請期限

漁獲割当割合の設定を行おうとする最初の管理年度の前管理年度の11月15日
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② 漁獲割当割合を設定する日

漁獲割当割合の設定を行おうとする最初の管理年度の前管理年度の12月15日まで

③ 漁獲割当割合の有効期間

二つの管理年度の期間

④ 漁獲割当割合の設定基準

ア 漁獲割当割合の設定を受けようとする者（法第18条第１項各号に掲げる者を除く。以下この別

紙において「申請者」という。）がそれぞれ申請した漁獲割当割合の合計が100パ－セント以下

の場合には、当該申請者がそれぞれ申請した漁獲割当割合を設定するものとする。

イ 申請者がそれぞれ申請した漁獲割当割合の合計が100パ－セントを超える場合には、当該申請

に係る船舶ごとに、基準期間（漁獲割当割合の設定を行おうとする最初の管理年度の前々管理年

度12月末日までの３年間をいう。以下この管理区分において同じ。）における当該船舶のくろま

ぐろ（大型魚）の漁獲量（当該期間に漁獲割当てによる管理が行われていた場合には、年次漁獲

割当量を超過した漁獲量を除く。以下この別紙において同じ。）に応じて按分して得た割合及び
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船舶の数を基礎とし、採捕する者の採捕の実態又は将来の見通し、漁業に関する法令に違反する

行為の違反の程度及び違反の回数等を勘案したウの基準に従って漁獲割当割合を設定するものと

する。

ウ 次の（ｱ）又は（ｲ）のいずれか低い方の割合を漁獲割当割合として設定する。ただし、漁業に

関する法令に違反する行為の違反の程度及び違反の回数に応じて、これを減ずることがある。

(ｱ) (a)及び(b)を合計した割合（小数点第５位以下を切捨てたものとする。）

(a) 30パ－セントを、申請のあった船舶（申請された漁獲割当割合が０パ－セントであった

船舶を除く。）の総数で除することにより得た割合

(b) 70パ－セントを、申請のあった船舶（申請された漁獲割当割合が０パ－セントであった

船舶を除く。）ごとの基準期間におけるくろまぐろ（大型魚）の漁獲量に応じて按分して得

た割合

(ｲ) 申請者がそれぞれ申請した漁獲割当割合

エ ウ(ｱ)(b)の漁獲量について、次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該



- 21 -

(ｱ)又は(ｲ)に定める数値を当該船舶の漁獲量とみなす。

(ｱ) 基準期間の開始日以後漁獲割当割合の申請日以前に、当該船舶又は同一の許可番号を有し

ていた船舶が法第45条第２号又は第３号の規定によりかつお・まぐろ漁業の許可を受けたも

のである場合 当該許可のうち直近の許可の日以降の当該船舶の基準期間におけるくろまぐ

ろ（大型魚）の漁獲量及び当該許可の日前の当該許可に係る許可番号と同一の許可番号を有

する許可に係る船舶の基準期間におけるくろまぐろ（大型魚）の漁獲量の合計値

(ｲ) 基準期間の開始日以後漁獲割当割合の申請日以前に、当該船舶又は同一の許可番号を有し

ていた船舶が法第45条第２号又は第３号の規定によるかつお・まぐろ漁業の起業の認可に基

づき法第39条第１項の規定によりかつお・まぐろ漁業の許可を受けたものである場合 当該

許可のうち直近の許可の日以降の当該船舶の基準期間におけるくろまぐろ（大型魚）の漁獲

量及び当該起業の認可の日前の当該許可に係る許可番号と同一の許可番号を有する許可に係

る船舶の基準期間におけるくろまぐろ（大型魚）の漁獲量の合計値

オ 漁獲割当割合の設定基準に従って令和６管理年度以降の漁獲割当割合を設定する際に、漁業者
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による自主的な取組として、試験的に船舶ごとに漁獲量を割り当てる手法を組み合わせた管理が

行われた令和３管理年度の漁獲量をどのように取り扱うかについて、当該管理年度終了後速やか

に検討を行い、令和４管理年度中に結論を得る。

⑤ 漁獲割当割合設定者の資格

かつお・まぐろ漁業の許可又は起業の認可を受けた者

⑥ 年次漁獲割当量を設定する日

12月15日まで

⑦ 漁獲量等の報告に係る期限

陸揚げした日から３日以内（陸揚げ前にくろまぐろ（大型魚）の採捕に係る暫定的な情報を水産

庁長官に報告している場合にあっては、５日以内）（いずれの期限にも行政機関の休日は算入しな

い。）

⑧ 年次漁獲割当量の控除の係数

規則第17条第１項の資源管理基本方針に定める係数は１とする。
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⑨ 漁獲割当割合の削減の基準

規則第18条第１項の資源管理基本方針に定める漁獲割当割合の削減の基準は定めない。

４ くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐろ漁業（漁獲量の総量の管理を行う区分）

⑴ 当該大臣管理区分に関する事項

① 水域

中西部太平洋条約海域

② 漁業の種類

かつお・まぐろ漁業（許可省令第２条第12号に掲げる漁業をいい、同省令別表第２のかつお・ま

ぐろ漁業の項に掲げる海域において総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船により行う漁業を含

む。）のうち、釣りによって行うもの又は総トン数150トン以上の動力漁船により浮きはえ縄を使

用して行うもの

③ 漁獲可能期間

周年
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⑵ 漁獲量の管理の手法等

① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。

② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。

ア 当該管理年度中（イに規定する場合を除く。）

陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで

イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで（漁獲可能

量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるおそ

れがなくなったと認めるときは、この限りでない。）

陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日は算入しない。）

５ くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業（漁獲割当てによる管理を行う区分）

⑴ 当該大臣管理区分に関する事項

① 水域

日本海のうち、最大高潮時海岸線上島根山口両県界北西の線の以東の水域
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② 漁業の種類

大中型まき網漁業

③ 漁獲可能期間

５月15日から同年７月末日まで

⑵ 漁獲量の管理の手法等

当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲割当てによる管理とする。

① 漁獲割当割合の申請期限

漁獲割当割合の設定を行おうとする最初の管理年度の３月末日

② 漁獲割当割合を設定する日

漁獲割当割合の設定を行おうとする最初の管理年度の４月末日まで

③ 漁獲割当割合の有効期間

一管理年度の期間

④ 漁獲割当割合の設定基準
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ア 漁獲割当割合の設定を受けようとする者（法第18条第１項各号に掲げる者を除く。以下この別

紙において「申請者」という。）がそれぞれ申請した漁獲割当割合の合計が100パーセント以下

の場合には、当該申請者がそれぞれ申請した漁獲割当割合を設定するものとする。

イ 申請者がそれぞれ申請した漁獲割当割合の合計が100パーセントを超える場合には、当該申請

に係る船舶ごとに、基準期間（漁獲割当割合の設定を行おうとする最初の管理年度の前管理年度

12月末日までの５年間をいう。以下この別紙において同じ。）のうち各年の５月15日から７月末

日までの期間の(1)①の水域における当該船舶のくろまぐろ（大型魚）の漁獲量（当該期間に漁

獲割当てによる管理が行われていた場合には、年次漁獲割当量を超過した漁獲量を除く。以下こ

の管理区分において同じ。）に応じて按分して得た割合及び船舶の数を基礎とし、採捕する者の

採捕の実態又は将来の見通し、漁業に関する法令に違反する行為の違反の程度及び違反の回数等

を勘案したウの基準に従って漁獲割当割合を設定するものとする。

ウ 次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれか低い方の割合を漁獲割当割合として設定する。ただし、漁業に関す

る法令に違反する行為の違反の程度及び違反の回数に応じて、これを減ずることがある。
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(ｱ) (a)及び(b)を合計した割合（小数点第７位以下を切捨てたものとする。）

(a) 20パーセントを、申請のあった船舶（申請された漁獲割当割合が０パーセントであった

船舶を除く。）の総数で除することにより得た割合

(b) 80パーセントを、申請のあった船舶（申請された漁獲割当割合が０パーセントであった

船舶を除く。）ごとの基準期間のうち各年の５月15日から７月末日までの期間の(1)①の水

域におけるくろまぐろ（大型魚）の漁獲量に応じて按分して得た割合

(ｲ) 申請者がそれぞれ申請した漁獲割当割合

エ ウ(ｱ)(b)の漁獲量について、次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、そ

れぞれ当該(ｱ)又は(ｲ)に定める数値を当該船舶の漁獲量とみなす。

(ｱ) 基準期間の開始日以後漁獲割当割合の申請日以前に、当該船舶又は同一の許可番号を有し

ていた船舶が法第45条第２号又は第３号の規定により大中型まき網漁業の許可を受けたもので

ある場合 当該許可のうち直近の許可の日以降の当該船舶の基準期間のうち各年の５月15日か

ら７月末日までの期間の(1)①の水域におけるくろまぐろ（大型魚）の漁獲量及び当該許可の
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日前の当該許可に係る許可番号と同一の許可番号を有する許可に係る船舶の基準期間のうち各

年の５月15日から７月末日までの期間の(1)①の水域におけるくろまぐろ（大型魚）の漁獲量

の合計値

(ｲ) 基準期間の開始日以後漁獲割当割合の申請日以前に、当該船舶又は同一の許可番号を有し

ていた船舶が法第45条第２号又は第３号の規定による大中型まき網漁業の起業の認可に基づき

法第39条第１項の規定により大中型まき網漁業の許可を受けたものである場合 当該許可のう

ち直近の許可の日以降の当該船舶の基準期間のうち各年の５月15日から７月末日までの期間の

(1)①の水域におけるくろまぐろ（大型魚）の漁獲量及び当該起業の認可の日前の当該許可に

係る許可番号と同一の許可番号を有する許可に係る船舶の基準期間のうち各年の５月15日から

７月末日までの期間の(1)①の水域におけるくろまぐろ（大型魚）の漁獲量の合計値

⑤ 漁獲割当割合設定者の資格

大中型まき網漁業の許可若しくは起業の認可（当該許可又は認可のうち、操業区域に北部日本海

海区（石川県珠洲市禄剛埼灯台正北の線以西の日本海の海域以外の日本海の海域をいう。）、中部
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日本海海区（石川県珠洲市禄剛埼灯台正北の線と最大高潮時海岸線上兵庫鳥取両県界正北の線との

両線間における海域をいう。）又は西部日本海海区（最大高潮時海岸線上兵庫鳥取両県界正北の線

と佐賀県唐津市波戸岬灯台から長崎県壱岐市長者原埼突端及び同県対馬市神埼灯台を経て同市三島

灯台に至る線並びに同灯台正北の線から成る線との両線間における海域（漁業法施行令（昭和25年

政令第30号）第27条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域を除く。）をいう。）を含むものに限る。

）を受けた者又は許可省令第２条第７号に定める動力漁船によりまき網を使用して当該操業区域に

おいて収益性の実証、資源管理の推進及び労働環境の改善若しくは漁業の復興を目的に試験操業を

行うことについて農林水産大臣の確認を受けた者

⑥ 年次漁獲割当量を設定する日

毎管理年度の４月末日まで

⑦ 漁獲量等の報告に係る期限

陸揚げした日（養殖仕向けの場合は、いけすへ活け込みをした日）から３日以内（いずれの期限

にも行政機関の休日は算入しない。）
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⑧ 年次漁獲割当量の控除の係数

規則第17条第１項の資源管理基本方針に定める係数は１とする。

⑨ 漁獲割当割合の削減の基準

規則第18条第１項の資源管理基本方針に定める漁獲割当割合の削減の基準は定めない。

第６ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等

１ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準

⑴ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への基礎的な配分並びに国の留保

国の留保は、漁獲可能量の10パーセントを超えない数量とする。

都道府県及び大臣管理区分への基礎的な配分は、ＷＣＰＦＣで合意された基準年の平均漁獲実績を

基本として、近年の平均漁獲実績を勘案して配分するものとする。

⑵ 大臣管理区分への配分の基準

大臣管理区分への配分にあっては、ＷＣＰＦＣで合意された基準年（平成14年（2002年）１月１日

から平成16年（2004年）12月末日まで）を基本として、近年の漁獲実績を勘案した割合で配分する。
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⑶ 都道府県への配分の基準

都道府県への配分にあっては、平成27年（2015年）４月１日から平成30年（2018年）３月末日まで

の漁獲実績を基本とした割合で配分する。

また、漁獲実績を基準として配分した場合に漁獲可能量が１トン未満となる都道府県に対しては、

必要最小限の混獲管理のための漁獲可能量を配分し、配分量が20トン未満となる都道府県（近年漁獲

実績がない都道府県を除く。）に対しては、混獲管理のための漁獲可能量を配分する。

⑷ 資源評価に用いるデータの収集への配慮

経年の漁獲実績のデータが北太平洋まぐろ類国際科学小委員会による資源評価の指標の算出に用い

られている漁業の種類に対しては、当該管理年度の国の留保から当該データの精度を担保するために

必要な漁獲可能量を上乗せして配分することができる。

２ 都道府県への配分方法

都道府県への配分方法については、配分する漁獲可能量を明示して行うものとする。

３ 漁獲可能量の繰越分について
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前管理年度の終了に伴い確定した漁獲可能量の未利用分については、ＷＣＰＦＣで合意された繰越率

を上限に繰り越すこととする。都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の未利用分のうち翌管理

年度に繰り越せる数量の上限は、それぞれの都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の10パーセ

ント（ＷＣＰＦＣで合意された繰越率が10パーセント未満の場合には、その率）とする。残りの漁獲可

能量については、国が留保するものとする。

４ 都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の超過分について

前管理年度で都道府県別漁獲可能量又は大臣管理漁獲可能量を超過した場合（漁獲割当てによる管理

を行う大臣管理区分において当該区分に係る大臣管理漁獲可能量を超過した場合を除く。）には、前管

理年度終了後１月以内に超過量を確定し、当該管理年度の当該漁獲可能量を前管理年度における超過量

を差し引いた量に変更する。この場合において、原則として超過量の全量を一括で差し引くこととし、

一括で差し引くことができない場合には翌管理年度以降に分割で差し引くこととする。

５ 国の留保からの配分について

国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に配分するものとする。
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６ 漁獲可能期間終了に伴う漁獲可能量の変更について

第５の５のくろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業（漁獲割当てによる管理を行う管理区分）におい

て、第５の５⑴③の漁獲可能期間の終了に伴い確定した漁獲可能量の未利用分については、国の留保に

繰り入れることとし、当該未利用分の数量を速やかに第５の１のくろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁

業（漁獲量の総量の管理を行う管理区分）の大臣管理漁獲可能量に追加配分する。

第７ 都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項

１ 都道府県知事は、漁獲割当管理区分にあっては、法第26条第２項の規定に基づき、陸揚げした日から

その属する月の翌々月の10日までに規則第16条第３項に定める方法により、次の⑴から⑸までに掲げる

事項について報告するものとする。

⑴ 年次漁獲割当量設定者ごとの漁獲量

⑵ 年次漁獲割当量設定者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

⑶ 漁獲割当管理区分
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⑷ 採捕に係るくろまぐろ（大型魚）を陸揚げした日

⑸ その他参考となるべき事項（漁獲割当割合設定者がくろまぐろ（大型魚）について２つ以上の漁獲

割当割合の設定を受けている場合にあっては、漁獲割当割合設定通知書の番号等当該漁獲量等の報告

の対象となった年次漁獲割当量が区別できるもの）

２ 都道府県知事は、非漁獲割当管理区分にあっては、法第30条第２項の規定に基づき、規則第16条第３

項に定める方法により、当該管理区分における漁獲量の総量を次に掲げる期限までに報告するものとす

る。

⑴ 当該管理年度中（⑵に規定する場合を除く。）

陸揚げした日からその属する月の翌々月の10日まで

⑵ 都道府県知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで（漁獲可能量の

追加配分等により当該知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可能量を超えるおそれがなく

なったと認めるときは、この限りではない。）

陸揚げした日から５日以内（行政機関の休日は算入しない。）
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第８ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

該当なし。

第９ その他資源管理に関する重要事項

１ 数量の明示について

くろまぐろ（大型魚）の数量管理においては、各管理区分において数量を明示するものとする。

２ 大臣管理区分の漁獲量の公表について

法第31条に定める場合に該当するか否かについては、当該大臣管理区分の漁獲量が当該大臣管理漁獲

可能量の７割を超えるときを基準として、漁獲量の推移に応じて判断する。

附 則（令和三年一二月九日農林水産省告示第二一〇三号）

（施行期日）

第一条 この告示は、公布の日から施行する。ただし、資源管理基本方針別紙２－６の第５並びに第６の１

及び５の改正規定は、令和四年一月一日から施行する。
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（準備行為）

第二条 農林水産大臣は、令和四年一月一日前においても、漁業法第十五条第一項第三号の規定により、同

法第７条第１項に規定する漁獲可能量のうち、この告示による改正後の資源管理基本方針別紙２－６第５

の１及び２の大臣管理区分に配分する数量を定めることができる。

２ 令和四年一月一日前において資源管理基本方針別紙２－６の特定水産資源の漁獲可能量のうち各都道府

県及び大臣管理区分に配分する数量を定めるときは、この告示による改正後の資源管理基本方針別紙２－

６の第６の１の規定の例によるものとする。

附 則（令和三年十二月十四日農林水産省告示二一三六号）

（施行期日）

第一条 この告示は、公布の日から施行する。ただし、資源管理基本方針別紙２―２の第５及び第６の改正

規定は、令和四年一月一日から施行する。

（準備行為）
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第二条 農林水産大臣は、令和四年一月一日前においても、漁業法第十五条第一項第三号の規定により、同

法第七条第一項に規定する漁獲可能量のうち、この告示による改正後の資源管理基本方針別紙２―２第５

の１及び５の大臣管理区分に配分する数量を定めることができる。


